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(57)【要約】
【課題】記録（録画）中に秘話機能を使用し、その録画
データを再生した際に会議の中のどの部分で秘話機能を
使用したかを分かり易く表示する。
【解決手段】利用者操作による通常通話状態と秘話状態
とを切り替える状態切替部と、音声情報、映像情報、状
態の切り替え時間及び当該切り替え時間前後で通常通話
状態か秘話状態かを表す秘話状態情報（図６（２））、
を記録ファイルとして記録する記憶部と、メモリ上に展
開した各種プログラムに対応した機能を実現させるよう
に制御する制御部と、を有し、制御部は、記録ファイル
を再生する（図６（１））場合、記録ファイルの秘話状
態情報に基づいて、秘話状態であること、または、秘話
状態若しくは通常通話状態のいずれかの状態であること
をモニターに表示する。さらに、記録ファイルの再生時
に、記録ファイルの秘話状態情報をもとに利用者に認証
を求め、当該認証の結果によって秘話状態の音声の再生
可否を決定すること。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを通したテレビ会議の会議内容を記録再生するテレビ会議記録再生装置で
あって、
　テレビ会議時に利用者の操作による通常通話状態と秘話状態とを切り替える状態切替部
と、
　音声情報、映像情報、通常通話状態と秘話状態との切り替え時間及び当該切り替え時間
前後の通常通話状態か秘話状態かのいずれかの状態を表す秘話状態情報、を記録ファイル
として記録する記憶部と、
　音声情報及び映像情報を前記ネットワークに送信するための音声ストリーム及び情報ス
トリームに生成変更するストリーム処理部と、
　前記記憶部に格納された各種プログラムをメモリ上に展開して前記各種プログラムに対
応した機能を実現させるように制御する制御部と、を有し、
　前記制御部は、前記記憶部に記録している前記記録ファイルを再生する場合、前記記録
ファイルの前記秘話状態情報に基づいて、秘話状態であることをモニターに表示するよう
に制御する
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記制御部は、秘話状態であることのモニター表示に代えて、秘話状態又は通常通話状
態のいずれかの状態であることを常時前記モニターに表示するように制御する
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記制御部は、前記記録ファイルの再生に際して、前記記録ファイルの前記秘話状態情
報をもとに利用者に認証を求め、当該認証の結果によって秘話状態の音声の再生可否を決
定する
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記制御部は、前記秘話状態情報をもとに利用者にパスワードの入力を求め、前記入力
されたパスワードと前記記憶部に予め格納されたパスワードとを照合することで、認証を
行う
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生装置。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記制御部は、前記秘話状態情報をもとに利用者に、顔識別情報を得るために顔撮影す
るメッセージを前記モニターに表示し、
　前記得られた顔識別情報と、前記記憶部に予め格納された、テレビ会議での秘話状態時
の利用者の顔識別情報と、を照合することで、認証を行う
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生装置。
【請求項６】
　請求項１又は２において、
　前記ネットワークに接続される前記テレビ会議記録再生装置は複数個存在し、
　特定のテレビ会議記録再生装置同士は、その他のテレビ会議記録再生装置に対して、テ
レビ会議中に秘話状態に切り替えて秘話状態とすることができるとともに、前記記録ファ
イルの再生の場合に、秘話状態であること、または、秘話状態若しくは通常通話状態のい
ずれかの状態であること、をモニターに表示することができる
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生装置。
【請求項７】
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　ネットワークを通したテレビ会議の会議内容を記録再生するテレビ会議記録再生方法に
おいて、
　テレビ会議時に利用者の操作による通常通話状態と秘話状態とを切り替える状態切替部
を設け、
　音声情報、映像情報、前記状態切替部における通常通話状態と秘話状態との切り替え時
間及び当該切り替え時間前後の通常通話状態か秘話状態かのいずれかの状態を表す秘話状
態情報、を記録ファイルとして記録するステップと、
　記憶され格納された各種プログラムをメモリ上に展開して前記各種プログラムに対応し
た機能を実現させる制御部によって、前記記録ファイルを再生するステップと、
　前記再生するステップで、前記記録ファイルの秘話状態情報に基づいて、秘話状態であ
ることをモニターに表示するように制御する
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記再生するステップで、秘話状態であることのモニター表示に代えて、秘話状態又は
通常通話状態のいずれかの状態であることを前記モニターに常時表示するするように制御
する
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生方法。
【請求項９】
　請求項７または８において、
　前記再生するステップで、前記記録ファイルの前記秘話状態情報をもとに利用者に認証
を求め、当該認証の結果によって秘話状態の音声の再生可否を決定する
　ことを特徴とするテレビ会議記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、秘話機能を備えたテレビ会議端末の記録再生装置およびその記録再生方法に
係わり、特に、再生の際に秘話機能の使用又は不使用状態を判別可能とする記録再生の技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、テレビ会議システムには、会議中の自映像や相手映像を録画して、後で再生
できるような製品が存在する。さらに、相手側に自分側の音声が聞こえないようにする秘
話機能を搭載している製品が存在する。
【０００３】
　また、秘話機能に関するテレビ会議システムの従来技術として、例えば特許文献１には
、テレビ会議装置自体に、画像と音声の出力をミュートする制御部を設けることで、簡易
で安価な秘匿あるいは秘密保持を高めるための技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２２４４８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の特許文献１を含めた一般的なテレビ会議システムでは、録画中に秘話
機能を使用した場合、後日その録画したデータを再生する際に、会議の中のどの部分で秘
話機能を使用したかを明らかにする配慮がされておらず、再生利用の仕方で使い勝手に欠
けるところがあった。
【０００６】
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　本発明は、テレビ会議の記録中に秘話機能を使用した場合に、記録データを再生する際
に秘話機能の使用状態を表示させるようにしたテレビ会議記録再生装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明は主として次のような構成を採用する。　
　ネットワークを通したテレビ会議の会議内容を記録再生するテレビ会議記録再生装置で
あって、テレビ会議時に利用者の操作による通常通話状態と秘話状態とを切り替える状態
切替部と、音声情報、映像情報、通常通話状態と秘話状態との切り替え時間及び当該切り
替え時間前後の通常通話状態か秘話状態かのいずれかの状態を表す秘話状態情報、を記録
ファイルとして記録する記憶部と、音声情報及び映像情報を前記ネットワークに送信する
ための音声ストリーム及び情報ストリームに生成変更するストリーム処理部と、前記記憶
部に格納された各種プログラムをメモリ上に展開して前記各種プログラムに対応した機能
を実現させるように制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記記憶部に記録してい
る前記記録ファイルを再生する場合、前記記録ファイルの前記秘話状態情報に基づいて、
秘話状態であること、または、秘話状態又は通常通話状態のいずれかの状態であることを
モニターに表示するように制御する構成とする。
【０００８】
　また、前記テレビ会議記録再生装置において、前記制御部は、前記記録ファイルの再生
に際して、前記記録ファイルの前記秘話状態情報をもとに利用者に認証を求め、当該認証
の結果によって秘話状態の音声の再生可否を決定する構成とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、記録中に秘話機能を使用した場合、その記録データを再生した際に、
会議の中のどの部分で秘話機能を使用したかを再生画面上に表示することで、利用者が秘
話機能の使用有無を容易に判別することができるようになり、使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係るテレビ会議記録再生装置を用いた全体システムを示す構
成図である。
【図２】本実施形態に係るテレビ会議記録再生装置の内部構成とその周辺構成を示すブロ
ック図である。
【図３】図２に示す記憶部から読み出されてメモリに展開されたプログラムの具体例を示
す図である。
【図４】本実施形態に関するテレビ会議中に記録された映像ストリームおよび音声ストリ
ームの再生時に行う認証処理の具体例を示すフローチャートである。
【図５】本実施形態に関する記録された映像ストリームおよび音声ストリームの再生映像
と秘話アイコンを組み合わせて表示した画面の具体例を示す図である。
【図６】本実施形態に関する記録された映像ストリームおよび音声ストリームの再生映像
とシークバーを組み合わせて表示した画面の具体例を示す図である。
【図７】本実施形態に係るテレビ会議記録再生装置が適用されるテレビ会議システムの構
成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態に係るテレビ会議記録再生装置の基本的構成について、図１～図３を
用いて以下説明する。なお、以下の実施形態では、テレビ会議記録再生装置をテレビ会議
端末とするものであるが、本発明はこれに限るものではなく、通信と通信内容の記録再生
を行う通信端末に適用可能である。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係るテレビ会議記録再生装置を用いた全体システムを示す
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構成図である。１と２はテレビ会議記録再生装置、３はネットワーク、４はカメラ、５は
モニター、６はマイク、７はスピーカー、８はリモコンである。図１において、テレビ会
議記録再生装置１は、カメラ４、モニター５、マイク６、スピーカー７と接続され、映像
と音声の入出力を行うことができる。なお、テレビ会議記録再生装置２はテレビ会議記録
再生装置１と同様の装置および構成である。
【００１３】
　テレビ会議記録再生装置１は、ネットワーク３を介してテレビ会議記録再生装置２と音
声会議およびテレビ会議を行うことができる。テレビ会議記録再生装置１の操作はリモコ
ン８で行うことができる。ここで、テレビ会議記録再生装置１，２は音声情報を含めた映
像情報を取り扱う装置であって、記録したテレビ会議内容を再生するに場合、映像情報に
ついては常時再生するが、音声情報については秘話機能をもつので常に再生するとは限ら
ないものである。
【００１４】
　カメラ４は、テレビ会議記録再生装置１と接続され、撮影した映像信号をテレビ会議記
録再生装置１へ出力するためのものである。モニター５は、テレビ会議記録再生装置１と
接続され、テレビ会議記録再生装置１から出力された映像信号を入力し、表示するための
ものである。
【００１５】
　マイク６は、テレビ会議記録再生装置１と接続され、集音した音声を音声信号としてテ
レビ会議記録再生装置１へ出力するためのものである。スピーカー７は、テレビ会議記録
再生装置１と接続され、テレビ会議記録再生装置１から出力された音声信号を入力し、音
声を鳴らすためのものである。また、リモコン８は、テレビ会議記録再生装置１にリモコ
ン信号の送信を行い、利用者がテレビ会議記録再生装置１の操作を行うためのものである
。
【００１６】
　図２は、図１に示すテレビ会議記録再生システムでのテレビ会議記録再生装置１の内部
構成の具体例を示すブロック構成図であって、１０１は制御部、１０２はメモリ、１０３
はエンコーダ、１０４はデコーダ、１０５はストリーム処理部、１０６は記憶部、１０７
は映像処理部、１０８は音声処理部、１０９はリモコン処理部、１１０はネットワーク接
続部、１１２は映像入力端子、１１３は映像出力端子、１１４は音声入力端子、１１５は
音声出力端子、１１６はリモコン入力端子、１１７はネットワーク接続端子である。
【００１７】
　制御部１０１は、後述するように記憶部１０６に格納されたプログラムをメモリ１０２
に展開し、展開したプログラム（後述する図３のソフトウェアを参照）を実行することで
各種プログラムに応じた機能を実現するものである。また、リモコン処理部１０９から入
力した操作情報に応じてプログラムを制御するものである。
【００１８】
　エンコーダ１０３は、映像処理部１０７からの映像信号および音声処理部１０８からの
音声信号を入力し、入力した信号情報を圧縮し、映像データおよび音声データとしてスト
リーム処理部１０５に出力するものである。デコーダ１０４は、ストリーム処理部１０５
から出力された圧縮されている映像データおよび音声データを入力し、圧縮されている状
態から映像信号および音声信号に伸張展開するものである。
【００１９】
　ストリーム処理部１０５は、エンコーダ１０３から入力した映像データおよび音声デー
タを、他のテレビ会議記録再生装置に送信するための形式である映像ストリームおよび音
声ストリームに変更したり、他のテレビ会議記録再生装置から受信した映像ストリームお
よび音声ストリームを、デコーダ１０４で処理するための形式である映像データおよび音
声データに変更するためのものである。映像ストリームおよび音声ストリームは、映像デ
ータおよび音声データに、ストリーム処理部１０５が生成した時間情報や映像および音声
のフォーマット情報などのストリーム情報を付加したものである。
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【００２０】
　また、ストリーム処理部１０５は、テレビ会議を記録（録画）する際に、エンコーダ１
０３から入力した映像データおよび音声データと、ネットワーク接続部１１０から入力し
た他のテレビ会議記録再生装置の映像ストリームおよび音声ストリームとを、記録（録画
）ファイルとして記憶部１０６に出力する。テレビ会議の記録（録画）ファイルを再生す
る際は、記憶部１０６からテレビ会議の記録（録画）ファイルを入力し、デコーダ１０４
へ映像データおよび音声データとして出力する。
【００２１】
　記憶部１０６は、制御部１０１が実行するためのプログラムや、ストリーム処理部１０
５から出力された記録（録画）ファイルをデジタルデータとして格納するためのものであ
る。
【００２２】
　映像処理部１０７は、映像入力端子１１２と映像出力端子１１３の制御を行い、映像入
力端子１１２から入力した映像信号をエンコーダ１０３に出力したり、デコーダ１０４か
ら入力した映像信号を映像出力端子１１３へ出力したりする。音声処理部１０８は、音声
入力端子１１４と音声出力端子１１５の制御を行い、音声入力端子１１４から入力した音
声信号をエンコーダ１０３に出力したり、デコーダ１０４から入力した音声信号を音声出
力端子１１５へ出力したりする。
【００２３】
　リモコン処理部１０９は、リモコン入力端子１１６から入力したリモコン信号を、制御
部１０１に操作情報として出力するためのものである。
【００２４】
　ネットワーク接続部１１０は、ネットワーク接続端子１１７を介して、ネットワーク３
を介して接続された他のテレビ会議記録再生装置と音声会議およびテレビ会議を行うため
に必要な映像ストリームおよび音声ストリームや、接続情報の送受信を行う。
【００２５】
　映像入力端子１１２は、カメラ４と接続し、カメラ４から入力した映像信号を映像処理
部１０７へ出力する。映像出力端子１１３は、モニター５と接続し、映像処理部１０７か
ら入力した映像信号をモニター５へ出力する。
【００２６】
　音声入力端子１１４は、マイク６と接続し、マイク６から入力した音声信号を音声処理
部１０８へ出力する。音声出力端子１１５は、スピーカー７と接続し、音声処理部１０８
から入力した音声信号をスピーカー７へ出力する。
【００２７】
　図３は、図２におけるテレビ会議記録再生装置１で記憶部１０６から読み出されてメモ
リ１０２に展開されたプログラムの具体例を示す図であって、３０１は通信制御部、３０
２は映像処理制御部、３０３は音声処理制御部、３０４はストリーム処理制御部、３０５
はＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）部、３０６は録画部、３
０７は再生部、３０８は認証部、３０９は秘話情報管理部である。
【００２８】
　通信制御部３０１は、音声会議およびテレビ会議を行う際に、テレビ会議記録再生装置
１のネットワーク接続部１１０などの各部を制御し、ネットワーク３を介して接続された
他のテレビ会議記録再生装置との接続処理や、映像ストリームおよび音声ストリームの送
受信を行うためのプログラムである。
【００２９】
　映像処理制御部３０２は、音声会議およびテレビ会議を行う際に、映像処理部１０７な
どの各部を制御し、テレビ会議記録再生装置１と接続されたカメラ４から映像信号を入力
したり、テレビ会議記録再生装置１と接続されたモニター５に映像を出力したりするため
のプログラムである。音声処理制御部３０３は、音声会議およびテレビ会議を行う際に、
音声処理部１０８などの各部を制御し、テレビ会議記録再生装置１と接続されたマイク６
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から音声信号を入力したり、テレビ会議記録再生装置１と接続されたスピーカー７に音声
を出力するためのプログラムである。
【００３０】
　ストリーム処理制御部３０４は、音声会議およびテレビ会議を行う際に、エンコーダ１
０３、デコーダ１０４およびストリーム処理部１０５の各部を制御して、カメラ４から入
力した映像信号とマイク６から入力した音声信号とその他の付加情報から映像ストリーム
および音声ストリームを生成したり、ネットワーク３を介して接続された他のテレビ会議
記録再生装置から受信した映像ストリームおよび音声ストリームや、記憶部１０６に格納
されている記録（録画）ファイルを、映像信号と音声信号に復号するためのプログラムで
ある。
【００３１】
　ＧＵＩ部３０５は、テレビ会議記録再生装置１に接続されたモニター５へ、利用者に認
証処理画面などのアプリケーション画面の映像信号を出力したり、リモコン８の操作によ
りアプリケーションの制御を行ったりするためのプログラムである。
【００３２】
　録画部３０６は、音声会議およびテレビ会議の会議内容を録画するためのプログラムで
ある。録画部３０６は、ストリーム処理制御部３０４を制御し、テレビ会議記録再生装置
１に接続されたカメラ４が撮影した映像およびマイク６が集音した音声や、ネットワーク
３を介して接続された他のテレビ会議記録再生装置から受信した映像ストリームおよび音
声ストリームを、記録（録画）ファイルとして記憶部１０６に格納することができる。
【００３３】
　再生部３０７は、記憶部１０６に格納された記録（録画）ファイルを再生して、テレビ
会議記録再生装置１に接続されたモニター５へ再生した映像信号を出力したり、テレビ会
議記録再生装置１に接続されたスピーカー７へ音声信号を出力するためのプログラムであ
る。
【００３４】
　認証部３０８は、記憶部１０６に格納された記録（録画）ファイルの再生を行う際に、
パスワードの入力などを利用者に要求し、認証を行うことで、再生可否を決定するための
プログラムである。
【００３５】
　秘話情報管理部３０９は、テレビ会議時に、ネットワーク３を介して接続された他のテ
レビ会議記録再生装置に自分側の音声が聞こえないようにする秘話状態で録画を行う場合
に、秘話状態を開始した時間情報などの秘話情報を管理するためのプログラムである。秘
話情報は記憶部１０６に格納される。または、ストリーム処理制御部３０４へ秘話情報を
出力し、ストリーム処理制御部３０４が音声ストリームに秘話情報を付加情報として付与
する方法をとっても良い。
【００３６】
　ここで、秘話状態とは、音声会議およびテレビ会議の相手に自分側の音声を聞こえない
ようにした状態である。相手側に聞かれては困る内容を自分側の出席者間で会話するため
の機能である。秘話状態に対して、相手に自分側の音声が聞こえる状態を通常通話状態と
する。テレビ会議記録再生装置１はリモコン８の操作により（例えば、リモコン８に通常
通話釦と秘話釦を設けていずれかの釦を操作して）、通常通話状態と秘話状態の切り替え
を行うことができる。
【００３７】
　秘話状態では、会議相手のテレビ会議記録再生装置へ、自分側の音声の聞こえない形式
の音声ストリームが送信される。この形式の音声ストリームは次のように生成される。秘
話状態では、ストリーム処理制御部３０４が、エンコーダ１０３から出力された音声デー
タを記憶部１０６に格納されている暗号鍵で暗号化し、秘話状態であることを示す秘話フ
ラグを付与した秘話音声ストリームとして出力する。暗号鍵は、テレビ会議記録再生装置
１固有のものである。または、録画するごとに認証部３０８が固有の暗号鍵を生成しても
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良い。
【００３８】
　秘話音声ストリームは、暗号化された音声データを復号するための暗号鍵がない場合、
再生をすることができない。会議相手となる他のテレビ会議記録再生装置は、この暗号鍵
を持たないため、秘話音声ストリームを再生できないこととなる。ここでは、相手側に送
信する音声ストリームは、音声データを暗号化する方法を採っているが、単にストリーム
処理制御部３０４で、無音の音声データを音声ストリームとして送信する方法を採るなど
、自分側の音声が相手に聞こえない方法であれば、どのような音声ストリームの送信方法
を採っても構わない。
【００３９】
　次に、テレビ会議記録再生装置１での音声会議およびテレビ会議の記録（録画）方法に
ついて説明する。テレビ会議記録再生装置１は、利用者がリモコン８を操作して録画を指
示すると、ＧＵＩ部３０５が、録画部３０６に対して録画開始を指示する。録画部３０６
はストリーム処理部１０５から出力された、映像ストリームおよび音声ストリームを記憶
部１０６に格納する。
【００４０】
　次に、音声会議およびテレビ会議の録画時に通常通話状態と秘話状態を切り替えた場合
の記録（録画）方法について説明する。利用者がリモコン８を釦操作することで、録画中
に通常通話状態から秘話状態にすると、ストリーム処理部１０５は、暗号化して秘話フラ
グを付与した秘話音声ストリームを出力する。なお、通常通話状態と秘話状態の切り替え
操作部は、リモコン８に限らず、テレビ会議記録再生装置１に設けた釦を操作することで
行うことでも良い。
【００４１】
　録画部３０６は、通常通話状態の音声ストリームと同様に秘話音声ストリームを記録（
録画）ファイルとして記憶部１０６に格納する。同様に、利用者がリモコン８を操作する
ことで、録画中に秘話状態から通常通話状態にすると、ストリーム処理部１０５は、暗号
化を行わず秘話フラグも付与しない通常の音声ストリームを出力し、録画部３０６はこの
音声ストリームを記録（録画）ファイルとして記憶部１０６に格納する。
【００４２】
　また、秘話情報管理部３０９は、録画中の通常通話状態と秘話状態の切り替え時間と、
切り替え時間以降の状態(通常通話状態または秘話状態)を示す情報を記録した秘話情報テ
ーブルを作成し、記憶部１０６に格納する。秘話情報テーブルは、秘話状態の区間が含ま
れる記録（録画）ファイルを再生する際に使用する。ここで、秘話情報テーブルについて
、図６（２）を用いて説明すると、秘話情報テーブルは、一つのテレビ会議の記録（録画
）中における通常通話状態時と秘話状態時とに区分けされた時間経過を表す時間情報と、
当該時間経過における通常通話と秘話の区別を表す秘話情報と、から成り立っている。
【００４３】
　次に、秘話状態にした区間が含まれる秘話音声ストリームを再生する場合の方法につい
て説明する。利用者がリモコン８を操作して、テレビ会議記録再生装置１に対して、記憶
部１０６に格納された記録（録画）ファイルの再生を指示すると、ＧＵＩ部３０５が、再
生部３０７に対して再生開始を指示する。再生部３０７は、記憶部１０６に格納された記
録（録画）ファイルを読み出す。再生部３０７は、ストリーム処理制御部３０４に対して
、読み出した記録（録画）ファイルに含まれる映像ストリームおよび音声ストリームのデ
コード処理を指示する。
【００４４】
　ストリーム処理制御部３０４は、音声ストリームに秘話状態の区間が含まれているかの
判定を行う。判定は、音声ストリームに付与されている秘話フラグの検出により行われる
。一例として、秘話フラグは音声ストリームのパケット単位毎にそのヘッダに付与しても
良い。また、別の判定方法として、再生部３０７により制御された秘話情報管理部３０９
が、記憶部１０６に格納されている秘話情報テーブル（上述した図６（２）の説明を参照
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）を読み出し、テーブルに記述された情報(時間情報と秘話状態)により判別する方法を採
っても良い。
【００４５】
　再生部３０７は、音声ストリームに秘話状態の区間が含まれていると判別すると、ＧＵ
Ｉ部３０５により、認証を行うための認証画面をモニター５に表示させる。認証画面は、
利用者に対して、パスワードの入力を行わせるためのもので、あらかじめ設定されている
正しいパスワードを入力しない限り、秘話音声ストリームを再生しないようにする。これ
により、正しいパスワードを知らない不正な利用者に、秘話状態の際の会話内容を知られ
ることを防ぐことができる。
【００４６】
　秘話状態の音声ストリームの再生を行うために必要なパスワードは、テレビ会議記録再
生装置１で録画を行う際に、ＧＵＩ部３０５がパスワード入力画面を表示し、利用者が入
力したパスワードを記憶部１０６に格納したものである。または、テレビ会議記録再生装
置１の利用を最初に行う際に、ＧＵＩ部３０５がパスワード入力画面を表示し、利用者が
入力したパスワードを記憶部１０６に格納し、以降はそのパスワードを継続して使用する
方法を採っても良い。
【００４７】
　なお、図３に示す各部３０１～３０９は、図２に示すメモリ１０２に展開されたプログ
ラム（ソフトウェア）であるとして説明したが、プログラムに限らず、ハードウェア（例
．ＩＣチップから構成されるもの）で同様な機能を奏させるようにしても良い。
【００４８】
　図４は、本実施形態に関する認証部３０８で行う認証処理の具体例を示すフローチャー
トである。まず、再生部３０７が、音声ストリームに秘話状態の区間が含まれていると判
別すると、ＧＵＩ部３０５を制御して、秘話状態の区間の音声ストリームの再生を行うた
めの認証画面を表示する(Ｓ５０１）。認証画面にはパスワードの入力欄が表示され、利
用者はリモコン８でパスワードの入力を行う。パスワードが入力されると、次の処理に移
行する。
【００４９】
　認証部３０８は、入力されたパスワードと記憶部１０６に格納されたパスワードを照合
することで認証の成否を判定する(Ｓ５０２)。認証に成功する（Ｓ５０２のＹ）と、認証
部３０８は再生部３０７に認証に成功したことを通知し、再生部３０７は記憶部１０６に
格納された暗号鍵を用いて、暗号化された音声ストリームを復号し、復号された音声スト
リームをデコードして、秘話部分の音声信号を出力する(Ｓ５０３)。認証に失敗する（Ｓ
５０２のＮ）と、認証部３０８は再生部３０７に認証に失敗したことを通知し、再生部３
０７は秘話状態の区間の音声ストリームをデコードせず、音声処理部１０８を制御して無
音の音声信号を出力する(Ｓ５０４)。
【００５０】
　最後に、再生部３０７はＧＵＩ部３０５を制御して秘話状態の区間で、再生画面上に秘
話状態であることを示す秘話アイコンを画面に表示する（Ｓ５０５）。
【００５１】
　図５は、秘話状態の区間が存在するテレビ会議の記録（録画）ファイルを再生した際の
表示画面の具体例である。
【００５２】
　４０１は再生画面全体、４０２は自映像、４０３は秘話アイコンである。再生画面全体
４０１は、テレビ会議の接続相手である他のテレビ会議記録再生装置から受信し、録画し
た映像ストリームを再生して表示しているものである。自映像４０２は、自分側のテレビ
会議記録再生装置１に接続されたカメラ４で撮影し、録画した映像ストリームを再生して
表示しているものである。秘話アイコン４０３は、自分側のテレビ会議記録再生装置１が
録画している時点で秘話状態であったことを示すためのものである。
【００５３】
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　秘話アイコン４０３は、通常通話状態の区間の再生を行っている際は、表示を行わない
。秘話状態の区間でのみ、秘話アイコン４０３を表示することで、その映像ストリームお
よび音声ストリームを録画したときの音声会議またはテレビ会議で、再生している場面の
自分側の音声が相手側に聞こえていたのか、聞こえていなかったのかを明確に知ることが
できる。
【００５４】
　以上により、秘話状態でも録画することができ、秘話部分の含まれる記録（録画）ファ
イル再生時に、意図しない人物には秘話部分の情報が漏洩しないようにすることができ、
再生中の区間が秘話状態であったかどうかがひと目で判別できる。なお、秘話部分の情報
の漏洩を防ぐ必要がない場合など、秘話状態の区間で認証処理を行わずに秘話アイコンの
表示のみを行っても良い。
【００５５】
　次に、再生時の認証方法として、上述のパスワード照合とは異なる、利用者の顔識別認
証例について説明する。録画部３０６は、認証部３０８に指示を行い、録画の開始時また
は会議の開始時に、利用者の顔を識別するための情報である顔識別情報を作成させる。顔
識別情報は、映像入力端子１１２から入力された利用者の映像を、認証部３０８によって
利用者の顔の特徴点を抽出して生成された情報である。生成された顔識別情報は、記録（
録画）ファイルと関連付けて記憶部１０６に格納される。
【００５６】
　上述のパスワード照合と同様に図４を用いて、記録（録画）ファイルを再生する際の認
証時の処理を説明する。認証を開始するまではパスワード照合と同様であるため説明を省
略する。上述のパスワード照合では、Ｓ５０１において認証画面を表示し、利用者にパス
ワードの入力操作を要求する画面を表示するが、この顔識別認証例ではパスワードの入力
操作を要求する画面を表示せず、利用者に顔認証を行うためにカメラ４の撮影範囲に利用
者の顔が入るように要求するメッセージを表示する。
【００５７】
　認証部３０８が映像処理制御部３０２を制御することで、カメラ４と接続された映像入
力端子１１２から、テレビ会議記録再生装置１を操作している利用者の顔が含まれる映像
信号を入力する。認証部３０８は入力した映像信号から利用者の顔の顔識別情報を生成す
る。
【００５８】
　認証部３０８は、生成した顔識別情報と記憶部１０６に格納されている再生中の記録（
録画）ファイルと関連付けられた顔識別情報とを比較し、合致するか判定する。合致して
いた場合は、図４のＳ５０２の認証に成功したと判定し、Ｓ５０３の処理に移行する。合
致しない場合は、Ｓ５０２の認証に失敗したと判定し、Ｓ５０４の処理に移行する。
【００５９】
　ここで、顔識別情報の比較対象の具体例を説明すると、テレビ会議の秘話に参加したメ
ンバーのすべての顔情報を格納しておき、再生に際してはこの秘話参加メンバーのいずれ
かが認証されれば、認証に成功したとして取り扱うようにしても良い。Ｓ５０３とＳ５０
４以降の処理は、パスワード照合例と同様であるため、説明を省略する。
【００６０】
　以上により、再生時の認証にリモコンによるパスワード入力操作が不要となり、利用者
が簡単に秘話区間の再生を行うことができる。
【００６１】
　次に、再生画面の秘話に関する表示方法として、秘話区間と通常通話区間を区別する表
示例を、図６を参照しながら以下説明する。秘話区間は記録（録画）ファイル中の秘話状
態の区間のことで、通常通話区間は記録（録画）ファイル中の通常通話状態の区間のこと
である。
【００６２】
　図６（１）は、記憶部１０６に格納された秘話状態の区間が存在する記録（録画）ファ
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イルの再生中の画面の具体例である。６０１はシークバー、６０２は現在再生している位
置を示すカーソル、６０３は再生開始位置、６０４は再生終了位置、６０５から６０８は
マーカーである。
【００６３】
　シークバー６０１は、利用者に記録（録画）ファイルの再生時間長全体のうち、どの部
分を再生しているかといった情報を示す表示方法であり、モニター５の再生画面に表示さ
れる。
【００６４】
　マーカー６０５から６０８は、通常通話区間と秘話区間の境界を示すものである。通常
通話区間は、再生開始位置６０３からマーカー６０５までと、マーカー６０６から６０７
までと、マーカー６０８から再生終了位置６０４までの領域である。秘話区間は、マーカ
ー６０５から６０６までと、マーカー６０７から６０８までの領域である。シークバー６
０１の秘話区間の領域は通常通話区間との区別が明確にわかるように強調表示を行う。
【００６５】
　以上のように、シークバー６０１を表示することで、再生時間中のどの位置が秘話状態
であるかがひと目で確認できる。ＧＵＩ部３０５は、再生を開始するとシークバー６０１
を画面に表示する。あるいは利用者からの再生制御操作を受けた時にシークバー６０１を
表示し、一定時間後には消去するようにしてもよい。
【００６６】
　カーソル６０２は、再生した時間にあわせて再生開始位置６０３から再生終了位置６０
４に向かって移動させる。また、リモコン８で早送りの操作やスキップの操作を行い、秘
話区間までカーソル６０２を移動させることで、所望の秘話区間の再生を行うこともでき
る。
【００６７】
　次に、マーカーを表示する位置を決定する方法について説明する。再生部３０７は、再
生処理を行う際に音声ストリームに含まれる秘話フラグと時間情報を読み出し、どの時間
に秘話状態に切り替わったかを抽出する。抽出した情報に基づきＧＵＩ部３０５はシーク
バー６０１上にマーカーを表示する。または、記憶部１０６に格納されている秘話情報テ
ーブルを読み出し、テーブルに記述された情報(時間情報と秘話状態)に基づいてシークバ
ー６０１上にマーカーを表示する方法を採っても良い。
【００６８】
　以上により、再生時間中のどの位置が秘話状態であるかがひと目で確認でき、早送り操
作やスキップ操作によって所望の秘話区間の視聴を容易に行うことができる。
【００６９】
　次に、本実施形態に係るテレビ会議記録再生装置が適用されるテレビ会議システムの構
成例とその動作について、図７を参照しながら以下説明する。図７のテレビ会議システム
は、図１に示すシステムのようなテレビ会議記録再生装置１とテレビ会議記録再生装置２
の対からなるものとは異なり、複数のテレビ会議記録再生装置１～ｎがネットワーク３で
接続される構成である。
【００７０】
　そして、テレビ会議のやり方として、テレビ会議記録再生装置１が主体となって他のテ
レビ会議記録再生装置２～ｎのいずれかとテレビ会議を行うスタイルであってもよく（図
１に示すテレビ会議記録再生装置１が会議の参加対象者としてテレビ会議記録再生装置２
以外にも拡張したやり方）、その際の記録再生時にテレビ会議記録再生装置１の内部同士
の会話を秘話にする操作を行うことによって、再生時の秘話状態の区別表示を行うことは
、図５や図６と同様の技術思想の範囲内のことである。
【００７１】
　なお、１つのテレビ会議記録再生装置が主体となる本構成例のような一地点による集中
管理テレビ会議システムとは異なる構成も可能である。例えば、複数の多地点接続装置（
ＭＣＵ、Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）と呼ばれる、図示しない装
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置がネットワーク３に接続される構成において、各テレビ会議記録再生装置１～ｎは、そ
れぞれＭＣＵにネットワーク３を介して接続し、ＭＣＵを介してテレビ会議の映像および
音声を相互に通信する、ＭＣＵによる集中管理テレビ会議システムも可能である。この場
合は、ＭＣＵの備える記憶部が各種プログラム、録画ファイル、および秘話情報テーブル
を格納しても良い。また別の構成例として、各テレビ会議記録再生装置の各々が対称な機
能を持ち、それぞれが主体となる、多地点による分散処理テレビ会議システムも可能であ
る。その場合は、各テレビ会議記録再生装置が、録画ファイル、および秘話情報テーブル
を格納する。
【００７２】
　また、図７に示す複数の装置１～ｎは、そのいずれもが同時に会議の内容を視聴できる
ことが前提であり、その際に装置１と装置２との間のテレビ会議の内容は、他の装置３～
ｎには秘話にしたい事情が生じる場合があり、装置１と装置２との間で特定の暗号鍵を規
定しておいて、秘話状態で装置１，２間で会議をすることも（秘話状態の間において他の
装置３～ｎは装置１，２間の会議音声を聴取できない状態）、本発明の技術思想の範囲内
である。つまり、１つの秘話に参加するテレビ会議記録再生装置の、異なる組合せごとに
、暗号鍵を用意して、秘話とされる音声ストリームの視聴、記録、および再生において音
声ストリームの暗号化および復号に利用できる。ＭＣＵによる集中管理テレビ会議システ
ムにおいて、暗号鍵を作成するのは、ＭＣＵであり、多地点による分散処理テレビ会議シ
ステムにおいては、各テレビ会議記録再生装置の認証部３０８である。
【００７３】
　すなわち、複数の装置１～ｎの内の特定の装置ｃ，ｄ同士の内部会話を装置ｃ，ｄを除
いた他の装置に対して秘話にすることは、図１に示す装置１内の内部同士の会話を装置２
に対して秘話にするということと、同様な技術思想を備えているのである。複数の装置１
～ｎの内の特定の装置ｃ，ｄ同士の秘話は、暗号鍵の互いの交換などで秘話を解除するこ
とができ、さらに、秘話状態と通常通話状態の区別表示を秘話情報テーブルで管理するこ
とができる。
【符号の説明】
【００７４】
　１，２　テレビ会議記録再生装置
　３　ネットワーク
　４　カメラ
　５　モニター
　６　マイク
　７　スピーカー
　１０１　制御部
　１０２　メモリ
　１０３　エンコーダ
　１０４　デコーダ
　１０５　ストリーム処理部
　１０６　記憶部
　１０７　映像処理部
　１０８　音声処理部
　１０９　リモコン処理部
　１１０　ネットワーク接続部
　１１２　映像入力端子
　１１３　映像出力端子
　１１４　音声入力端子
　１１５　音声出力端子
　１１６　リモコン入力端子
　１１７　ネットワーク接続端子
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　３０１　通信制御部
　３０２　映像処理制御部
　３０３　音声処理制御部
　３０４　ストリーム処理制御部
　３０５　ＧＵＩ部
　３０６　録画部
　３０７　再生部
　３０８　認証部
　３０９　秘話情報管理部
　４０１　再生画面全体
　４０２　自映像
　４０３　秘話アイコン
　６０１　シークバー
　６０２　カーソル
　６０３　再生開始位置
　６０４　再生終了位置
　６０５～６０８　マーカー

【図１】 【図２】
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